
4.2.7 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規

制の内容その他の状況 

1)大気汚染防止法第五条の二第一項の規定により定められた指定地域 

2)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関す

る特別措置法第六条第一項及び第八条第一項の規定により定められた窒素酸化物対策地域

及び粒子状物質対策地域 

3)幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第一項の規定により指定された沿道整備道路 

4)自然公園法第五条第一項の規定により指定された国立公園、同条第二項の規定により指定さ

れた国定公園又は同法第七十二条の規定により指定された都道府県立自然公園の地域 

5)自然環境保全法第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第二十

二条第一項の規定により指定された自然環境保全地域又は同法第四十五条第一項の規定に

より指定された都道府県立自然環境保全地域 

6)世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条二の世界遺産一覧表に記載され

た文化遺産及び自然遺産の区域 



7)都市緑地法第五条第一項の規定により指定された緑地保全地域又は同法第十二条第一項の

規定により指定された特別緑地保全地区の区域 

8)絶滅のおそれがある野生動植物の種の保存に関する法律第三十六条第一項の規定により指

定された生息地等保護区の区域 

9)鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条第一項の規定により指定

された鳥獣保護区の区域 

表 4.2.7-1 鳥獣保護区 





10)特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条一の規定により指定され

た湿地の区域 

11)文化財保護法第百九条第一項の規定により指定された名勝（庭園、公園、橋梁及び築堤にあ

っては、周囲の自然的環境と一体をなしていると判断されるものに限る。）又は天然記念物

（動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。）又

は同法第百三十四条第一項の規定により指定された重要文化的景観 

12)都市計画法第八条第一項第七号の規定により定められた風致地区の区域 

表 4.2.7-2 風致地区 



図 4.2.7-2 風致地区位置図



13)環境基本法第十六条第一項の規定により定められた環境基準 

(1)大気の汚染に係る環境基準 

表 4.2.7-3 大気の汚染に係る環境基準 



(2)騒音に係る環境基準 

 

表 4.2.7-4（1） 騒音に係る環境基準 

表 4.2.7-4（2） 騒音に係る環境基準（道路に面する地域） 



表 4.2.7-4（3） 騒音に係る環境基準（幹線交通を担う道路に近接する空間） 



図 4.2.7-3 騒音に係る環境基準類型の指定区域



(3)水質汚濁に係る環境基準 

表 4.2.7-5 人の健康の保護に関する環境基準 



表 4.2.7-6 生活環境の保全に関する環境基準（河川（湖沼を除く。）） 

ア 



イ 

表 4.2.7-7 ダイオキシン類による水質の汚濁に係る環境基準 

表 4.2.7-8 生活環境の保全に関する環境基準の類型指定の状況（河川） 



表 4.2.7-9 水生生物の保全に係る環境基準の類型指定の状況（河川） 



図 4.2.7-4 水質汚濁に係る環境基準類型指定



(4)地下水の水質汚濁に係る環境基準 

表 4.2.7-10 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

表 4.2.7-11 ダイオキシン類による地下水の水質汚濁に係る環境基準 



(5)水底の底質に係る環境基準 

表 4.2.7-12 ダイオキシン類による水底の底質に係る環境基準 



(6)土壌の汚染に係る環境基準 

表 4.2.7-13 土壌の汚染に係る環境基準 



表 4.2.7-14 ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準 

14)環境基本法第十七条の規定により策定された公害防止計画の策定の状況 

 



15)騒音規制法第三条第一項及び第十七条第一項に基づく指定地域内における自動車騒音の限

度、地域指定状況、区域の区分、時間の区分の状況 

表 4.2.7-15(1) 自動車騒音の限度 

表 4.2.7-15(2) 自動車騒音の限度（幹線交通を担う道路に近接する区域） 



図 4.2.7-5 自動車騒音の規制区域



16)騒音規制法第三条第一項及び第十五条第一項に規定する特定建設作業の規制に関する基準、

地域指定状況、区域の区分、時間の区分の状況 

表 4.2.7-16 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準及び時間の区分 

表 4.2.7-17 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制区域の地域指定状況及び区域の区分 



表 4.2.7-18 騒音規制法に基づく特定建設作業 

表 4.2.7-19 大分市騒音防止条例に基づく特定建設作業 



図 4.2.7-6 特定建設作業に伴って発生する騒音に係る規制区域図



17)振動規制法第十六条第一項に規定する道路交通振動の限度、地域指定状況、区域の区分、時

間の区分の状況 

表 4.2.7-20 道路交通振動の限度と時間の区分 



図 4.2.7-7 道路交通振動規制区域



18)振動規制法第三条第一項及び第十五条第一項に規定する特定建設作業の規制に関する基準、

地域指定状況、区域の区分、時間の区分の状況 

表 4.2.7-21 特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準及び時間の区分 

表 4.2.7-22 特定建設作業に伴って発生する振動の規制区域の地域指定状況及び区域の区分 

表 4.2.7-23 振動規制法に基づく特定建設作業 



図 4.2.7-8 特定建設作業に伴って発生する振動に係る規制区域図



19)水質汚濁防止法第三条第三項の規定により排水基準が定められた区域 

(1)「排水基準を定める省令」によって定められた排水基準 

表 4.2.7-24(1) 水質汚濁防止法に基づく排水基準（有害物質による汚染） 



表 4.2.7-24(2) 水質汚濁防止法に基づく排水基準（その他の汚染） 



(2)「水質汚濁防止法第三条第三項の排水基準に関する条例」による上乗せ排水基準 

 



表 4.2.7-25(1)水質汚濁防止法第三条第三項に基づく排水基準（瀬戸内区域及び入津） 



表 4.2.7-25(2) 水質汚濁防止法第三条第三項に基づく排水基準（瀬戸内区域及び入津） 



(3)「大分県生活環境の保全等に関する条例」による規制基準 

表 4.2.7-26(1) 大分県生活環境の保全等に関する条例による規制基準（許容限度） 



表 4.2.7-26(2) 大分県生活環境の保全等に関する条例による規制基準（許容限度） 

 



表 4.2.7-27 大分県生活環境の保全等に関する条例による規制基準（負荷量基準） 



20)水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定地域 

21)瀬戸内海環境保全特別措置法第五条第一項に規定する関係府県の区域 

22)瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の十三の規定により指定された自然海浜保全地区 

23)湖沼水質保全特別措置法第三条第二項の規定により指定された指定地域 

24)排水基準を定める省令別表第二の備考六に規定する湖沼及び海域 

表 4.2.7-28 窒素含有量についての排水基準を定める湖沼及び海域 

  



25)排水基準を定める省令別表第二の備考七に規定する湖沼及び海域 

表 4.2.7-29 りん含有量についての排水基準を定める湖沼及び海域 

26)土壌汚染対策法第六条第一項、第十一条第一項の規定により指定された区域 

27)ダイオキシン類対策特別措置法第二十九条第一項の規定により指定されたダイオキシン類

土壌汚染対策地域 

28)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十七第一項の規定により指定された指定区

域 

29)農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第三条第一項の規定により指定された農用地土壌

汚染対策地域 

30)森林法第二十五条の規定により指定された保安林のうち、公衆の保健又は名所若しくは旧

跡の風致の保存のために指定された保安林 



31)都市緑地法第四条第一項により市町村が定める緑地の保全及び緑地の推進に関する基本計

画（「緑の基本計画」） 

32)景観法第八条第一項により景観行政団体が定める良好な景観の形式に関する計画（景観計

画） 



(1)大分市景観計画 

① 景観計画区域 

表 4.2.7-30 届出対象とする行為及びその範囲 



i) 工業エリア 

表 4.2.7-31 景観形成方針及び方策 

表 4.2.7-32(1) 景観形成基準 

・建築物 

・工作物 



表 4.2.7-32(2) 景観形成基準 

・その他の行為 

ii) 市街地エリア 

表 4.2.7-33 景観形成方針及び方策 



 

表 4.2.7-34(1) 景観形成基準 

・建築物 

・工作物 



表 4.2.7-34(2) 景観形成基準 

・その他の行為 

iii) 市街地保全エリア 

表 4.2.7-35 景観形成方針及び方策 

 

  



表 4.2.7-36(1) 景観形成基準 

・建築物 

・工作物 



表 4.2.7-36(2) 景観形成基準 

・その他の行為 



iv) 田園集落エリア 

表 4.2.7-37 景観形成方針及び方策 

 

表 4.2.7-38(1) 景観形成基準 

・建築物 

・工作物 



表 4.2.7-38(2) 景観形成基準 

・その他の行為 



v) 谷戸エリア 

表 4.2.7-39 景観形成方針及び方策 

 

表 4.2.7-40(1) 景観形成基準 

・建築物 

・工作物 

  



表 4.2.7-40(2) 景観形成基準 

・その他の行為 



vi) 自然景観保全エリア 

表 4.2.7-41 景観形成方針及び方策 

 

表 4.2.7-42(1) 景観形成基準 

・建築物 

・工作物 



表 4.2.7-42(2) 景観形成基準 

・その他の行為 



vii) 特別保全エリア 

表 4.2.7-43 景観形成方針及び方策 

 

表 4.2.7-44(1) 景観形成基準 

・建築物 

 

  



表 4.2.7-44(2) 景観形成基準 

・工作物 

 

  



表 4.2.7-44(3) 景観形成基準 

・その他の行為 



viii) 沿道景観美化エリア 

表 4.2.7-45 景観形成方針及び方策 

表 4.2.7-46(1) 景観形成基準 

・建築物及び工作物 

  



表 4.2.7-46(2) 景観形成基準 

・その他の行為 



ix) 自然公園・風致地区等エリア 

表 4.2.7-47 景観形成方針及び方策 

表 4.2.7-48(1) 景観形成基準 

・建築物 

・工作物 

 

  



表 4.2.7-48(2) 景観形成基準 

・その他の行為 

x) 景観地区・地区計画エリア 

表 4.2.7-49 景観形成方針及び方策 

表 4.2.7-50 景観形成基準 

・各行為 



(2)豊後大野市景観計画 

① 市全域 

表 4.2.7-51 届出基準 



②一般景観地域 

表 4.2.7-52 景観形成基準（一般景観） 

1.建築物及び工作物の新築、増築、改築、移転又は外観の変更 



表 4.2.7-53 色彩の彩度表 

(3)臼杵市景観計画 

① 建築物の建築等 

表 4.2.7-54 届出対象行為 

表 4.2.7-55 景観形成基準 



②工作物の建設等 

表 4.2.7-56 届出対象行為 

表 4.2.7-57 景観形成基準 

③ 開発行為 

表 4.2.7-58 届出対象行為 

表 4.2.7-59 景観形成基準 



④土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他土地の形質の変更 

表 4.2.7-60 届出対象行為 

表 4.2.7-61 景観形成基準 

⑤ 屋外における廃棄物、再生資源その他物件の堆積 

表 4.2.7-62 届出対象行為 

表 4.2.7-63 景観形成基準 



(4)大分県広域景観保全・形成指針

表 4.2.7-64 広域エリアの設定

図 4.2.7-9 広域景観エリア



図 4.2.7-10 景観形成重点地区及び重要地区の位置



33)都市計画法第八条第一項第一号の規定により定められた用途地域 

表 4.2.7-65 都市計画区域の指定状況 



図 4.2.7-11 用途地域図



34)その他の環境の保全を目的として法令等に規定する区域等の状況 

(1)「保護林の再編・拡充について」により指定された保護林の区域 

(2)地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第五条第一項の規定により市町村が

定める歴史的風致の維持及び向上に関する計画（「歴史的風致維持向上計画」） 

表 4.2.7-66 歴史的風致維持向上計画策定状況 

(3)工業用水法第三条第一項に基づく指定地域 

(4)建築物用地下水の採取の規制に関する法律第三条に基づく規制地域 

(5)「地盤沈下防止対策の推進について」に基づき策定された地盤沈下防止等対策要綱の対象

地域 

(6)地方公共団体の条例等に基づく地下水の採取が規制される区域等 



(7)地方公共団体の条例等に基づいて定められている基準又は目標等 

表 4.2.7-67 大分市騒音防止条例に基づく一般建設作業に伴って発生する騒音の規制基準 



(8)地方公共団体の条例等に基づいて定められた自然環境の保全を目的に指定された区域 

表 4.2.7-68 大分市郷土の緑保全地区の指定状況 



(9)港湾法第二条第三項の規定に基づく港湾区域 

(10)河川法第五十四条第一項の規定に基づく河川保全区域 

(11)海岸法第三条第一項の規定に基づく海岸保全区域 

(12)地方公共団体の景観の保全に係る条例等（景観条例等） 

(13)地すべり等防止法第三条第一項の規定に基づく地すべり防止区域 

表 4.2.7-69 地すべり防止区域の指定状況 



図 4.2.7-12 地すべり防止区域の位置



(14)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の規定に基づく急傾斜地崩

壊危険区域 

表 4.2.7-70(1) 急傾斜地崩壊危険区域の指定状況 



表 4.2.7-70(2) 急傾斜地崩壊危険区域の指定状況 



図 4.2.7-13 急傾斜地崩壊危険区域の位置



(15)砂防法第二条の規定に基づく砂防指定地 

表 4.2.7-71 砂防指定地の指定状況 



図 4.2.7-14 砂防指定地の位置



(16)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第七条第一項および

第九条第一項の規定に基づき指定された土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域 



図 4.2.7-15 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の位置



(17)保安林の区域 



図 4.2.7-16 保安林の位置



(18)生物多様性の観点から重要度の高い湿地 

表 4.2.7-72 生物多様性の観点から重要度の高い湿地  



図 4.2.7-17 生物多様性の観点から重要度の高い湿地の位置



4.2-148 

4.2.8 その他の事項 
1)廃棄物等に係る関係法令等の状況 

廃棄物等とは、建設工事に伴う副産物（以下、「建設副産物」といいます。）のことをいい、

建設工事に伴い副次的に得られる物品であり、再生資源（建設発生土等）や、廃棄物（一般

廃棄物、産業廃棄物）を含むものです。 

建設副産物に係る関係法令等については、「循環型社会形成推進基本法」（平成 12年 6月 2

日法律第 110 号、最終改正：平成 24年 6月 27 日法律第 47号）により、基本的な枠組みが決

められています。 

建設副産物のうち、原材料として利用が不可能なものは、廃棄物として「廃棄物の処理及

び清掃に関する法律」（昭和 45年 12 月 25 日法律第 137 号、最終改正：令和 4年 6月 17 日法

律第 68 号）に従い適正処理を行うこととされています。原材料として利用の可能性があるも

の（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊等）及びそのまま原材料となるもの（建

設発生土）は、再生資源として、「資源の有効な利用の促進に関する法律」（平成 3年 4月 26

日法律第 48 号、最終改正：令和 7年 6 月 4 日法律第 52 号）、「建設工事に係る資材の再資源

化等に関する法律」（平成 12 年 5 月 31 日法律第 104 号、最終改正：令和 4年 6 月 17 日法律

第 68 号）及び「建設副産物適正処理推進要綱」（平成 14 年 5 月 30 日改正、国土交通省）等

に従い、再生資源のリサイクル等を行うことが規定されています。 

国土交通省においては、「建設リサイクル推進計画 2020～「質」を重視するリサイクルへ

～」（令和 2年 9月、国土交通省）を策定しています。目標値は、表 4.2.8-1 に示すとおりで

す。また、九州地方においては「九州地方における建設リサイクル推進計画 2014」（平成 27

年 3 月、九州地方建設副産物対策連絡協議会）を策定しています。リサイクル率の目標値は、

表 4.2.8-2 に示すとおりです。 

 

表 4.2.8-1 建設リサイクル推進計画の目標 

対象品目 指標 
2018 
目標値 

2018 
実績値 

2024 
達成基準値 

 アスファルト・コンクリート塊 再資源化率 99％以上 99.5％ 99％以上 

 コンクリート塊 再資源化率 99％以上 99.3％ 99％以上 

 建設発生木材 再資源化・縮減率 95％以上 96.2％ 97％以上 

 建設汚泥 再資源化・縮減率 90％以上 94.6％ 95％以上 

 建設混合廃棄物 排出率 3.5％以下 3.1％ 3.0％以下 

建設廃棄物全体  再資源化・縮減率 96％以上 97.2％ 98％以上 

建設発生土 有効利用率 80％以上 79.8％ 80％以上 

出典：「建設リサイクル推進計画 2020～「質」を重視するリサイクルへ～」（令和 2年 9 月、国土交通省） 

 

 

 
 

 



4.2-149 

表 4.2.8-2 九州地方における建設リサイクル推進計画 2014 の目標 

対象品目 
平成 24 年度 
(実績) 

平成 30 年度 
目標 

（）内は全国目標値 

アスファルト・コンクリート塊 

コンクリート塊 
再資源化率 

99.3％ 

99.0％ 

99％以上（99％以上） 

99％以上（99％以上） 

建設発生木材 

建設汚泥 
再資源化・縮減率 

92.1％ 

88.9％ 

95％以上（95％以上） 

90％以上（90％以上） 

建設混合廃棄物 
排出率 

再資源化・縮減率 

3.0％ 

49.6％ 

2.5％以下（3.5％以下） 

50％以上（60％以上） 

建設廃棄物全体 再資源化・縮減率 96.3％ 96％以上（96％以上） 

建設発生土 建設発生土有効利用率 77.2％ 78％以上（80％以上） 

注）目標値の定義は次のとおり 
＜再資源化率＞ 
・建設廃棄物として排出された量に対する再資源化された量と工事間利用された量の合計の割合 
＜再資源化・縮減率＞ 
・建設廃棄物として排出された量に対する再資源化及び縮減された量と工事間利用された量の合計の割合 
＜建設混合廃棄物排出率＞ 
・全建設廃棄物排出量に対する建設混合廃棄物排出量の割合 
＜建設発生土有効利用率＞ 
・建設発生土発生量に対する現場内利用およびこれまでの工事間利用等に適正に盛土された採石場跡地復旧や農地受
入等を加えた有効利用量の合計の割合 
出典：「九州地方における建設リサイクル推進計画 2014」（平成 27 年 3 月、九州地方建設副産物対策連絡協議会） 

 

 

2)廃棄物等の処理施設等の立地の状況 

産業廃棄物に係る中間処理の許可施設は表 4.2.8-3 に、最終処分の許可施設の状況は表 

4.2.8-4 に、それぞれの施設の位置は図 4.2.8-1 に示すとおりです。 

調査区域には、産業廃棄物に係る中間処理の許可施設が 5 箇所、産業廃棄物に係る最終処

分の許可施設が 1箇所あります。 
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表 4.2.8-3 産業廃棄物処分業者（中間処理）一覧 

番号 市町 事業者名 所在地 処理方法 廃棄物の種類 

1 
大分市 朝日興産株式会

社 
大分市大字上戸
次 505 番地 

破砕 ガラスくず等、がれき類 

2 

ＨＯＫＯ株式会
社 

大分市大字津守
370 番地の 1 

脱水 汚泥 

乾燥（機械） 汚泥、紙くず、動植物性残さ、
ガラスくず等 

中和 廃酸、廃アルカリ 

破砕 廃プラスチック類、紙くず、木
くず 

混合 汚泥、廃油 

成型固化 燃え殻、汚泥、廃プラスチック
類、紙くず、木くず、ガラスく
ず等、ばいじん 

発酵 汚泥、木くず、動植物性残さ、
動物のふん尿 

セメント固
化 

汚泥 

3 
蒼生産業株式会
社 

大分市大字久土
字芦原 2119 番
地 

破砕 ガラスくず等、がれき類 

4 
大分エージェン
シー株式会社 

大分市法勝台一
丁目 1番 13 号 

破砕 木くず 

5 
豊後大野市 有限会社宮成工

務店 
豊後大野市犬飼
町田原2984番地
2 

破砕 木くず、ガラスくず等、がれき
類 

注）表中の番号は図 4.2.8-1 に対応。 
出典：「大分県 HP／産業廃棄物中間処理業者名簿」（令和 7年 12 月現在、大分県） 

 

表 4.2.8-4 稼働中の廃棄物最終処分場 

番号 最終処分業者名 所在地 業の種別 

1 九州美環産業株式会社 大分県臼杵市大字武山 2227 番地 
埋立 

（安定型） 

注）表中の番号は図 4.2.8-1 に対応。 
出典：「大分県 HP／産業廃棄物最終処分業者名簿」（令和 7年 12 月現在、大分県） 
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図 4.2.8-1 産業廃棄物に係る中間処理又は最終処理の許可施設

出典：「大分県 HP／産業廃棄物中間処理業者名簿」（令和 7年 12 月現在、大分県） 
「大分県 HP／産業廃棄物最終処分業者名簿」（令和 7年 12 月現在、大分県） 
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3)建設廃棄物等の再生利用・処理技術の現状 

建設廃棄物等の代表的な再生利用の流れは、図 4.2.8-2 に示すとおりです。 

 

 
 
出典：「よくわかる建設リサイクル 2020～総合的建設副産物対策～現場での実効ある対策の推進のために」（令和
2年 9 月、建設副産物リサイクル広報推進会議） 

 

図 4.2.8-2 建設廃棄物等の代表的な再生利用の流れ 
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